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「
公
平・透
明・納
得
」が
税
制
改
正
の
原
則

　

昨
年
、
政
権
交
代
が
あ
り
、
税
制
に
つ
い
て

も
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。

「
税
は
議
会
政
治
そ
の
も
の
」
と
も
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
我
が
国
の
税
制
の
中
身
や
考
え
方
に

つ
い
て
、
政
権
交
代
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
本
日
は
、
政
権
交
代
後
に
起

こ
っ
た
こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
起
こ
り
そ
う
な
こ

と
を
中
心
に
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
政
権
交
代
の
直
後
に
、
税
制
改
正
の

手
続
面
に
つ
い
て
大
き
な
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
与
党
の
税
制
調
査
会
と
政
府
の
税

制
調
査
会
の
機
能
を
一
元
化
し
、
政
府
の
責
任

の
下
で
税
制
改
正
の
議
論
を
行
う
た
め
、
政
治

家
の
み
で
構
成
さ
れ
る
税
制
調
査
会
が
新
た
に

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
民
主
党
の
「
政

策
決
定
過
程
を
内
閣
で
一
元
化
す
る
」
と
い
う

考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
で
す
。

　

昨
年
十
月
八
日
に
鳩
山
前
総
理
か
ら
こ
の
新

し
い
税
制
調
査
会
に
諮
問
が
あ
り
、
そ
れ
を
受

け
て
税
制
改
正
の
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

し
て
昨
年
末
に
新
し
い
政
権
と
し
て
初
め
て

「
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
が
ま
と

め
ら
れ
、
そ
の
中
で
平
成
二
十
二
年
度
の
税
制

改
正
の
内
容
及
び
税
制
改
革
の
視
点
と
進
め
方

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

「
税
制
改
革
の
視
点
」
で
は
、
税
制
全
般
の
抜

本
改
革
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
納
税
者
の

立
場
に
立
っ
て
『
公
平
・
透
明
・
納
得
』
の
三

原
則
を
常
に
基
本
と
す
る
」
こ
と
を
は
じ
め
、

「『
支
え
合
い
』
の
た
め
に
必
要
な
費
用
を
分
か

ち
合
う
と
い
う
視
点
を
大
事
に
す
る
」「
税
制

と
社
会
保
障
制
度
の
一
体
的
な
改
革
を
推
進
す

る
」
な
ど
全
部
で
五
つ
の
視
点
に
特
に
重
点
を

置
く
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
目
の
「
公

平
・
透
明
・
納
得
」
の
三
原
則
を
基
本
と
す
る

点
に
つ
い
て
は
、
大
綱
の
副
題
に
「
納
税
者
主

権
の
確
立
に
向
け
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
納
税

者
の
立
場
に
立
っ
た
税
制
の
あ
り
方
を
考
え
て

い
く
と
い
う
新
政
権
の
ス
タ
ン
ス
が
鮮
明
に
表

れ
て
い
ま
す
。

「
税
制
改
革
の
進
め
方
」
で
は
「
税
制
抜
本
改
革

実
現
に
向
け
て
の
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
、

工
程
表
を
作
成
し
、
国
民
に
提
示
す
る
」
と
い

う
方
針
と
、
以
下
の
各
主
要
課
題
に
つ
い
て
の

中
長
期
的
な
改
革
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

【
各
主
要
課
題
の
改
革
の
方
向
性
】

○
納
税
環
境
整
備

　

納
税
者
権
利
憲
章
（
仮
称
）
の
制
定
、
国
税

つ
い
て
語
っ
た
。

「
税
制
総
論
」「
税
制
各
論
」の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
い
、「
税
制
の
当
面
の
諸
課
題
」に

組
む
べ
き
か
──
。財
務
省
主
税
局
長
の
古
谷
一
之
氏
が
、「
最
近
の
政
府
税
調
等
の
動
向
」

経
済
・
社
会
の
構
造
変
化
に
適
応
し
、国
民
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
税
制
改
革
に
ど
う
取
り

税
制
の
当
面
の
諸
課
題

講
演
◎
財
務
省
主
税
局
長
　
古
谷
一
之

と
き
：
平
成
22
年
6
月
18
日
㈮

Ⅰ　

最
近
の
政
府
税
調
等
の
動
向
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不
服
審
判
所
の
改
革
、
社
会
保
障
・
税
共
通
の

番
号
制
度
導
入
、
歳
入
庁
の
設
置
等
に
つ
い
て
、

税
制
調
査
会
に
設
置
す
る
Ｐ
Ｔ
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
）
等
に
お
い
て
検
討
を
行
う
。

○
個
人
所
得
課
税

　

所
得
再
分
配
機
能
を
回
復
し
、
所
得
税
の
正

常
化
に
向
け
、
税
率
構
造
の
改
革
、
所
得
控
除

か
ら
税
額
控
除
・
給
付
付
き
税
額
控
除
・
手
当

へ
の
転
換
等
の
改
革
を
推
進
す
る
。

○
法
人
課
税

　

租
税
特
別
措
置
の
抜
本
的
な
見
直
し
等
に
よ

り
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
大
し
た
際
に
は
、
成
長
戦

略
と
の
整
合
性
や
企
業
の
国
際
的
な
競
争
力
の

維
持
・
向
上
、
国
際
的
な
協
調
な
ど
を
勘
案
し

つ
つ
、
法
人
税
率
を
見
直
し
て
い
く
。

○
国
際
課
税

　

国
際
課
税
を
巡
る
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、

適
切
な
課
税
・
徴
収
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

企
業
活
動
活
性
化
の
た
め
に
税
務
執
行
に
係
る

ル
ー
ル
を
明
確
化
・
適
正
化
す
べ
く
、
必
要
な

方
策
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
租
税
条
約
に
つ
い

て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
迅
速
な
拡
充
に
努
め
る
。

○
資
産
課
税

　

格
差
是
正
の
観
点
か
ら
、
相
続
税
の
課
税
ベ

ー
ス
、
税
率
構
造
の
見
直
し
に
つ
い
て
平
成
二

十
三
年
度
改
正
を
目
指
す
。

○
消
費
税

　

今
後
、
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
改
革
の
検
討

な
ど
と
併
せ
て
、
使
途
の
明
確
化
、
逆
進
性
対
策
、

課
税
の
一
層
の
適
正
化
も
含
め
、
検
討
す
る
。

○
個
別
間
接
税

「
グ
ッ
ド
減
税
・
バ
ッ
ド
課
税
」
の
考
え
方
に

立
ち
、
健
康
に
配
慮
し
た
税
制
や
地
球
規
模
の

課
題
に
対
応
し
た
税
制
の
検
討
を
進
め
る
。

○
市
民
公
益
税
制
（
寄
附
税
制
な
ど
）

「
新
し
い
公
共
」
の
役
割
が
重
要
性
を
増
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
市
民
公
益
税
制
に
係
る
Ｐ

Ｔ
を
設
置
し
、
改
革
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
。

○
地
域
主
権
の
確
立
に
向
け
た
地
方
税
財
源
の

　

あ
り
方

　

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
る
と
と
も

に
、
地
方
が
自
由
に
使
え
る
財
源
を
拡
充
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
国
・
地
方
間
の
税
財
源
の
配

分
の
あ
り
方
を
見
直
す
。
地
方
消
費
税
の
充
実

な
ど
、
偏
在
性
が
少
な
く
税
収
が
安
定
的
な
地

方
税
体
系
を
構
築
す
る
。

　

こ
う
し
た
改
革
の
方
向
性
に
沿
っ
て
、
今
後

の
税
制
全
般
に
わ
た
る
改
革
の
第
一
歩
と
し
て
、

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
く
つ
か
ご
紹
介
す
る
と
、
個
人
所
得
課

税
で
は
、
子
ど
も
手
当
の
創
設
に
関
係
し
て
十

五
歳
ま
で
の
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控

古谷一之（ふるや・かずゆき）氏
昭和53年大蔵省（現財務省）入省（大臣官房秘書
課）。名古屋国税局島田税務署長、大臣官房企画
官兼主税局総務課、石川県総務部長、銀行局中小
金融課金融会社室長、大蔵大臣秘書官事務取扱、
主税局税制第二課長、主税局税制第一課長、主税
局総務課長、米・コロンビア大学客員研究員、大臣
官房審議官（主税局担当）等を歴任。平成21年主
税局長に就任。
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除
（
三
十
八
万
円
）
の
廃
止
と
、
高
等
学
校
の

授
業
料
の
実
質
無
償
化
と
関
係
し
て
十
六
歳
か

ら
十
八
歳
ま
で
の
特
定
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶

養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
（
二
十
五
万
円
）
の
廃

止
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

法
人
課
税
で
は
、
グ
ル
ー
プ
法
人
関
係
の
税
制

の
整
備
や
、「
特
殊
支
配
同
族
会
社
に
お
け
る

業
務
主
宰
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
制
度
」
の

廃
止
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
は
揮
発
油
税
等
の
暫
定
税
率
に
つ
い

て
現
行
の
十
年
間
の
暫
定
税
率
は
廃
止
し
、
そ

の
上
で
当
分
の
間
、
現
在
の
税
率
水
準
を
維
持

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
ガ
ソ
リ
ン

の
値
段
の
平
均
が
三
か
月
に
わ
た
っ
て
一
リ
ッ

ト
ル
あ
た
り
百
六
十
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
暫
定
税
率
の
上
乗
せ
部
分
は
自

動
的
に
課
税
を
停
止
し
ま
す
。
一
定
の
経
済
事

象
が
あ
っ
た
と
き
に
税
率
が
自
動
停
止
す
る
よ

う
な
仕
組
み
は
初
め
て
作
り
ま
し
た
が
、
緊
急

の
場
合
の
対
応
措
置
を
と
り
つ
つ
、
税
率
水
準

は
現
状
維
持
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
た
ば
こ
税
は
今
年
十
月
一
日
か
ら
一

本
あ
た
り
三
・
五
円
税
率
を
引
上
げ
、
市
民
公

益
税
制
（
寄
附
税
制
）
で
は
所
得
税
の
寄
附
金

控
除
の
適
用
下
限
額
を
五
千
円
か
ら
二
千
円
に

引
下
げ
て
、
小
口
の
寄
附
も
所
得
控
除
の
対
象

と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
も
、
個
人
所
得
課
税
の
控
除

廃
止
や
た
ば
こ
税
、
寄
附
税
制
あ
た
り
は
新
政

権
の
考
え
方
が
比
較
的
色
濃
く
出
て
い
る
改
正

だ
と
思
い
ま
す
。

　

税
制
改
正
法
と
と
も
に
、「
租
税
特
別
措
置

の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
」
が

成
立
し
て
い
ま
す
。
そ
の
趣
旨
は
、
租
税
特
別

措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
状
況
を
透
明
化
す

る
と
と
も
に
適
切
な
見
直
し
を
推
進
し
、
国
民

が
納
得
で
き
る
公
平
で
透
明
な
税
制
の
確
立
に

寄
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
主
な
内
容
と
し
て
は
、

法
人
税
関
係
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
法
人

に
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
終
了
す
る

事
業
年
度
の
申
告
か
ら
適
用
額
明
細
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

税
制
調
査
会
に「
専
門
家
委
員
会
」を
設
置

　

今
年
か
ら
、
税
制
調
査
会
の
中
に
学
者
で
構

成
さ
れ
る
「
専
門
家
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
本
体
会
合
で
税
制
抜
本
改
革
実
現
に
向
け

た
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
調
査
研
究
、
論
点
整

理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
々
、
専
門
家
委
員

会
の
議
論
の
中
間
的
な
整
理
が
税
制
調
査
会
に

報
告
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
こ
の
秋
か
ら
冬
に

向
け
て
、
引
き
続
き
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
※
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
に
、
神
野
専
門
家

委
員
会
委
員
長
よ
り
税
制
調
査
会
に
対
し
、
議
論
の
中

間
的
な
整
理
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。）

　

実
は
、
自
民
党
政
権
時
代
に
成
立
し
て
い
る

平
成
二
十
一
年
度
の
税
制
改
正
の
法
律
の
附
則

第
一
〇
四
条
の
第
一
項
に
は
、「
消
費
税
を
含

む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
、
平
成

二
十
三
年
度
ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を

講
ず
る
」
と
あ
り
ま
す
。
新
し
く
政
権
を
担
っ

て
い
る
現
政
権
も
こ
の
法
律
に
拘
束
を
さ
れ
た

形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

税
制
調
査
会
の
中
に
は
、
さ
き
ほ
ど
お
話
し

し
た
市
民
公
益
税
制
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
も
発
足
し
て
い
ま
す
。
本
年
四
月
八

日
の
中
間
報
告
で
は
、
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
へ

の
寄
附
の
優
遇
制
度
と
し
て
所
得
税
の
税
額
控

除
制
度
の
導
入
や
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
認
定
基

準
の
見
直
し
な
ど
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
具
体
化
に
向
け
た
議
論
を
こ
の
秋
に
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

ま
た
財
務
大
臣
時
代
に
Ｇ
20
（
二
十
か
国
・

地
域
財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
）
等
の

国
際
会
議
で
財
政
、
金
融
を
め
ぐ
る
議
論
に
参

加
さ
れ
た
菅
総
理
は
、
財
政
問
題
の
重
大
さ
に

強
い
問
題
意
識
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。
六
月
十

一
日
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
も
、
財
政
健

全
化
の
緊
要
性
を
認
め
る
超
党
派
で
の
税
制
改
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■資料1　一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

革
、
財
政
健
全
化
に
向
け
た
議
論
の
提
唱
が
な

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
経
済
の
将
来
展
望
、
財
政

の
健
全
化
に
向
け
た
政
府
と
し
て
の
取
組
方
針

を
定
め
た
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
や
「
財
政

運
営
戦
略
」
が
策
定
さ
れ
る
こ
と
も
示
さ
れ
ま

し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
議
論
が
進
ん
で
い

く
の
か
、
私
ど
も
も
固
唾
を
呑
ん
で
見
守
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
※
「
財
政
運
営
戦
略
」
等
は
、
本
年
六
月
二
十
一
日

に
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。）

財
政
健
全
化
に
向
け
た
税
制
改
革
の
必
要
性

　

今
後
の
税
制
改
革
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
り
、

各
税
目
の
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
一
般
会
計
税
収
（
資
料
１
）
で
す
が
、

歳
出
に
占
め
る
税
収
の
割
合
は
平
成
二
十
一
年

度
の
補
正
予
算
三
五
・
九
％
、
二
十
二
年
度
予

算
四
〇
・
五
％
と
二
年
続
け
て
五
割
を
切
る
と

い
う
異
常
な
状
況
で
す
。
税
収
が
一
番
多
か
っ

た
平
成
二
年
度
の
バ
ブ
ル
の
頃
は
約
六
十
兆
円

で
し
た
が
、
現
在
は
三
十
兆
円
台
後
半
で
す
。

二
十
一
年
度
と
二
十
二
年
度
の
一
般
会
計
税
収

は
補
正
で
見
込
ん
で
い
る
三
十
六
・
九
兆
円
よ

100

（兆円）

歳出に占める税収の割合（％）
59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（補）22（予）
67.8 72.1 78.1 81.1 82.7 83.4 86.8 84.8 77.2 72.1 69.3 68.4 66.0 68.7 58.6 53.1 56.8 56.5 52.4 52.5 53.7 57.4 60.2 62.3 52.3 35.9 40.5

（年度）
59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（補）22（予）

（注）20年度までは決算額、21年度は補正（第２号）後予算額、22年度は予算額による。

80

60

40

20

0

Ⅱ　

税
制
総
論

12.8 12.3 11.3
9.4

7.2 6.6 7.3 6.7
9.5

16.2 16.5

21.2 21.7
18.5

34.0
37.5

33.0
30.0

35.0 35.3 35.5

31.3
27.5

25.4

33.2

53.5

44.3

34.9
38.2

41.9

46.8

50.8

54.9

60.1 59.8

54.4 54.1
51.0 51.9 52.1

53.9

49.4
47.2

50.7
47.9

43.8 43.3
45.6

49.1 49.1
51.0

44.3

36.9 37.4

51.5
53.0 53.6

57.7

61.5

65.9
69.3 70.5 70.5

75.1 73.6
75.9

78.8 78.5

84.4

89.0 89.3

84.8 83.7 82.4
84.9 85.5

81.4 81.8
84.7

102.6
92.3

歳出総額

一般会計税収

公債発行額
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り
も
多
く
入
っ
て
く
る

と
期
待
し
て
い
ま
す
が
、

四
十
兆
円
を
下
回
る
税

収
の
状
況
が
続
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

国
債
発
行
額
は
平
成

二
十
一
年
度
補
正
予
算

で
五
十
三
・
五
兆
円
、

二
十
二
年
度
予
算
で
四

十
四
・
三
兆
円
と
税
収

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

国
債
発
行
額
が
税
収
を

上
回
る
の
は
、
終
戦
直

後
で
経
済
が
疲
弊
し
て

い
た
昭
和
二
十
一
年
以

来
の
事
態
で
、
そ
う
し

た
異
常
事
態
が
二
年
続
い
て
い
る
状
況
に
あ
る

わ
け
で
す
。
二
十
二
年
度
末
の
公
債
残
高
は
六

百
三
十
七
兆
円
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

一
般
会
計
税
収
の
約
十
七
年
分
に
相
当
す
る
借

金
が
累
積
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

財
政
収
支
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
を
国
際
比
較
す

る
と
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
世
界
経
済

危
機
へ
の
対
応
の
た
め
に
ど
の
先
進
国
も
か
な

り
財
政
出
動
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ア
メ
リ
カ

や
イ
ギ
リ
ス
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
単
年
度
の
フ

ロ
ー
の
収
支
は
、
日
本
（
二
〇
〇
九
年
▲
八
・

三
％
、
二
〇
一
〇
年
▲
八
・
〇
％
）
よ
り
も
よ

く
な
い
状
況
で
す
。

　

一
方
、
債
務
残
高
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
は
、
日

本
は
一
九
〇
％
前
後
と
、
い
ず
れ
債
務
残
高
が

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
に
な
る
と
い
っ
た
状
況
に
あ
り

ま
す
。
ス
ト
ッ
ク
の
悪
さ
で
は
、
日
本
は
世
界

で
最
も
借
金
を
積
み
上
げ
て
い
る
国
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

こ
う
い
う
状
況
の
中
、
六
月
五
日
に
韓
国
の

釜
山
で
行
わ
れ
た
Ｇ
20
の
声
明
で
は
、「
深
刻
な

財
政
課
題
を
抱
え
る
国
々
は
、
健
全
化
の
ペ
ー
ス

を
加
速
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
、
財
政
健
全

化
に
向
け
た
問
題
意
識
が
強
く
表
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
五
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）

か
ら
対
日
年
次
協
議
と
し
て
、
日
本
の
財
政
状

況
に
つ
い
て
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
見

解
で
は
、「
日
本
は
先
進
国
の
中
で
ひ
と
き
わ

高
い
水
準
の
債
務
を
保
有
し
て
い
て
、
二
〇
一

一
年
度
に
は
財
政
再
建
を
開
始
し
、
消
費
税
を

徐
々
に
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
と
い

っ
た
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

日
本
に
対
す
る
抜
本
的
な
税
制
改
革
の
提
案
と

し
て
、「
所
得
税
や
法
人
税
を
含
め
た
消
費
税

の
引
上
げ
と
い
っ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
の
税

制
改
革
の
実
現
に
よ
っ
て
財
政
健
全
化
を
図
る

べ
き
」
な
ど
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
ユ
ー
ロ
諸
国
か
ら
の
支
援
を
受
け

て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
十
数
％
と
い

っ
た
歳
入
増
加
や
歳
出
カ
ッ
ト
と
い
う
大
胆
な

財
政
再
建
策
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
財
政
状
態

が
悪
く
な
る
と
こ
の
よ
う
な
対
策
を
一
気
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、

我
が
国
は
な
る
べ
く
早
い
段
階
か
ら
財
政
健
全

化
や
経
済
成
長
の
た
め
の
施
策
や
税
制
改
革
の

議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
最
近

強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
先
進
国
も
、
財
政
健
全
化
の
目
標
を
掲

げ
て
い
ま
す
。
足
元
の
経
済
と
の
関
係
で
、
財

政
健
全
化
に
着
手
す
る
時
期
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
事
情
に
よ
っ
て
違
う
も
の
の
、
何
ら
か
の
目

標
を
立
て
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
日

本
も
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
や
「
財
政
運
営

戦
略
」
で
財
政
健
全
化
目
標
を
定
量
的
に
掲
げ

て
、
今
後
の
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

主
要
税
目
の
平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
税
収

は
（
資
料
２
）、
所
得
税
が
十
二
・
六
兆
円
、

消
費
税
が
九
・
六
兆
円
、
法
人
税
が
六
兆
円
で

す
。
こ
の
三
税
目
が
税
収
面
で
は
大
き
な
ウ
エ

ー
ト
を
占
め
て
お
り
、
ピ
ー
ク
時
に
比
べ
る
と

か
な
り
減
っ
て
い
ま
す
が
、
議
論
の
中
心
は
や

は
り
こ
の
三
税
目
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
相
続
税
収
は
ピ
ー
ク
の
頃
の
平
成
五
年
に

約
三
兆
円
で
し
た
が
、
そ
の
後
減
税
や
資
産
価
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■資料2　主要税目の税収の推移（一般会計分）

抜本的
税制改革

（昭和62・63年）
・税率構造の累進緩和
・人的控除額の引上げ
・配偶者特別控除の創設
・特定扶養控除の創設等
　　▲3.9兆円

所得税から住民税への税源移譲
　　16年度 ▲0.4兆円
　　17年度 ▲0.7兆円
　　18年度 ▲1.9兆円
　　　 累計 ▲3.0兆円

・マル優の原則廃止
・株式等の譲渡益の原則
 課税化への移行
　　＋1.7兆円

・消費税創設
　 ＋4.4兆円
・物品税等の廃止
　 ▲2.3兆円

・税率構造の累進緩和
・人的控除額の引上げ
・給与所得控除額の引上げ
　 　▲2.4兆円

・税率引下げ
・課税ベースの適正化
　  ▲0.3兆円

・配偶者特別控除の
  上乗せ部分の廃止
　  ＋0.5兆円

・公的年金等控除の
  見直し等
　  ＋0.2兆円

税率引下げ
▲1.7兆円

研究開発・設備投資減税等
▲1.4兆円

・最高税率の引下げ
▲0.3兆円

・税率引上げ
＋2.4兆円
（・地方消費税創設）

税率引下げ
▲1.3兆円

税制改革
（平成6年）

景気
後退期

景気
後退期

景気
後退期

景気
後退期

格
の
下
落
な
ど
で
、
現
在
は
一
・
三
兆
円
で
す
。

　

近
年
の
税
制
の
動
き
と
し
て
は
、
消
費
税
が

導
入
さ
れ
た
平
成
元
年
前
後
の
抜
本
的
税
制
改

革
や
、
平
成
九
年
度
か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
を
決
め
た
平
成
六
年
の
税
制
改
革
、
平
成
十

年
と
十
一
年
の
定
率
減
税
な
ど
の
大
き
な
改
正

が
あ
り
ま
し
た
。
税
制
改
革
は
「
少
子
高
齢
化

社
会
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
に
社
会
共
通
の
費

用
を
広
く
分
か
ち
合
う
」
と
い
う
考
え
方
の
も

と
、
所
得
・
消
費
・
資
産
の
間
で
の
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
税
体
系
の
構
築
や
、
物
品
税
の
廃
止

と
消
費
税
の
導
入
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
一
方
、

個
人
所
得
課
税
、
法
人
税
、
相
続
税
の
減
税
な

ど
が
実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
近
年
の
税
制
の
動
き
を
総
括
す
る
と
、

社
会
保
障
を
中
心
に
大
き
な
歳
出
増
が
続
く
中

で
歳
出
削
減
は
そ
れ
な
り
に
進
ん
で
き
て
い
る

も
の
の
、
残
念
な
が
ら
必
要
な
歳
入
確
保
、
増
税

を
国
民
の
皆
さ
ん
に
な
か
な
か
お
願
い
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

国
際
的
に
み
る
と
我
が
国
の
国
民
負
担
率
は

低
い
状
況
に
あ
り
ま
す
（
資
料
３
）。
日
本
は

所
得
税
中
心
の
国
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

特
に
直
接
税
か
ら
間
接
税
中
心
の
体
系
へ
と
い

う
動
き
が
進
み
、
消
費
税
と
並
ん
で
個
人
所
得

課
税
に
つ
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
と
比
べ
て

負
担
率
は
低
い
ほ
う
で
す
。

計数は、20年度までは決算額、21年度は補正後予算額、22年度は予算額である。また、グラフ中の税制改正による増減収見込額は、平年
度ベースの金額である。
１年限りの措置として、平成６年度に▲3.8兆円、平成７年度に▲1.4兆円、平成８年度に▲1.4兆円、平成10年度に▲2.8兆円の特別減
税を実施。

35

（兆円）

30

25

20

15

10

5

0

（注１）

（注２）

（年度）

61
（1986）

62
（1987）

63
（1988）

元
（1989）

2
（1990）

3
（1991）

4
（1992）

5
（1993）

6
（1994）

7
（1995）

8
（1996）

9
（1997）

10
（1998）

11
（1999）

12
（2000）

13
（2001）

14
（2002）

15
（2003）

16
（2004）

17
（2005）

18
（2006）

19
（2007）

20
（2008）

21
（2009）

22
（2010）

所得税 法人税 消費税 相続税 たばこ税 酒税 揮発油税

平成22年度
予算

所得税
12.6兆円
消費税
9.6兆円
法人税
6.0兆円
揮発油税
2.6兆円
酒税
1.4兆円
相続税
1.3兆円

たばこ税
0.8兆円
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■資料3　国民負担率の内訳の国際比較

　

冒
頭
に
お
話
し
し
た
税
制
の
中
長
期
的
な
改

革
の
方
向
性
な
ど
を
踏
ま
え
て
、「
税
制
各
論
」

に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

⑴　

所
得
税

　

平
成
二
十
二
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
に
お
い

て
、
所
得
税
の
現
状
と
課
題
と
し
て
、「
所
得
再

分
配
機
能
や
財
源
調
達
機
能
が
低
下
し
て
い
る

状
況
を
ふ
ま
え
、
累
進
構
造
を
回
復
さ
せ
る
改

革
を
行
っ
て
所
得
再
分
配
機
能
を
取
り
戻
す
必

要
が
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

改
革
の
方
向
性
と
し
て
は
、「
所
得
再
分
配

機
能
を
回
復
し
、
所
得
税
の
正
常
化
に
向
け
、

税
率
構
造
の
改
革
」
を
行
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
、

「
的
確
に
所
得
捕
捉
で
き
る
体
制
を
整
え
て
課

税
の
適
正
化
を
図
る
た
め
に
、
社
会
保
障
・
税

共
通
の
番
号
制
度
の
導
入
を
進
め
る
」
こ
と
や
、

「
所
得
控
除
か
ら
税
額
控
除
・
給
付
付
き
税
額

控
除
・
手
当
へ
転
換
を
進
め
る
こ
と
」「
金
融

所
得
に
つ
い
て
は
当
面
は
分
離
課
税
を
維
持
し

て
損
益
通
算
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
」
こ
と
な

ど
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
収
は
、
ピ
ー
ク
時
の
平
成
三
年
度
に

は
二
十
六
・
七
兆
円
あ
り
ま
し
た
が
、
二
十
二

（％）
80

日本
（2007年度）

〔21.5〕

0

70

60

50

40

30

20

10

〔老年人口比率〕

アメリカ
（2007年）

〔12.4〕

イギリス
（2007年）

〔16.1〕

ドイツ
（2007年）

〔18.9〕

フランス
（2007年）

〔16.5〕

スウェーデン
（2007年）

〔17.2〕

日本は平成19年度（2007年度）実績、諸外国は、OECD”Revenue Statistics 1965-2008”及び同”National Accounts 1996- 
2007”等による。なお、日本の平成22年度（2010年度）予算ベースでは、国民負担率：39.0%、租税負担率：21.5%、個人所得課税：
7.2%、法人所得課税：3.4%、消費課税：7.1%、資産課税等：3.9%、社会保障負担率：17.5%となっている。
租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
老年人口比率については、日本は2007年の推計値（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成18年（2006年）12
月推計）による）、諸外国は2005年の数値（国際連合”World Population Prospects：The 2008 Revision Population Database”
による）である。なお、日本の2010年の推計値は23.1となっている。

（注）１．

２．
３．
４．

Ⅲ　

税
制
各
論

26.4%

37.8%
30.4%

37.0%

47.7%

39.5%

34.9%

48.3%
52.4%

61.2%
64.8%

国民負担率
（対国民所得比）

租税
負担率
24.6%

15.0%

3.6%

6.9%

6.5%

7.6%

8.5%

3.8%

5.7%

3.8%

13.1%

10.6%

5.8%

13.7%

4.3%

13.9% 12.1%

2.9%

14.2%

1.2%

21.9%

24.2%

8.4%

14.6%

4.0%

10.0%

19.9%

5.1%

17.4%

5.3%

17.1%

■ 社会保障負担率　■ 資産課税等　■ 消費課税　■ 法人所得課税　■ 個人所得課税
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年
度
は
十
二
・
六
兆
円
で
す
。
ま
た
分
離
課
税

で
あ
る
利
子
や
配
当
、
株
式
や
土
地
等
の
譲
渡

所
得
な
ど
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
税
収
は
、
バ
ブ

ル
の
頃
は
十
兆
円
を
超
え
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
は
二
兆
円
台
で
す
。
こ
う
し
た
金
融
取
引
等

か
ら
生
じ
る
税
収
が
か
な
り
減
っ
て
き
て
い
る

点
も
税
収
減
の
要
因
で
す
。

　

そ
の
分
離
課
税
分
を
除
い
た
「
総
合
課
税
分
」

の
課
税
ベ
ー
ス
を
分
析
す
る
と
、
現
在
、
課
税
対

象
と
な
る
収
入
は
約
二
百
四
十
兆
円
で
、
課
税
所

得
は
約
百
兆
円
で
す
。
税
収
が
算
出
税
額
の
ベ
ー

ス
で
十
一
・
二
兆
円
な
の
で
、
現
在
の
累
進
税
率

を
前
提
に
す
れ
ば
約
十
兆
円
の
控
除
縮
減
で
、
増

額
は
約
一
・
一
兆
円
。
税
収
の
平
均
的
な
税
率
は

約
一
一
％
で
す
。つ
ま
り
今
後
控
除
の
見
直
し
な

ど
を
行
い
、
課
税
ベ
ー
ス
を
広
げ
る
と
一
一
％
分

の
税
収
増
に
つ
な
が
る
計
算
に
な
り
ま
す
。

　

所
得
税
の
税
率
は
、
昭
和
六
十
一
年
当
時
は

一
〇
・
五
％
か
ら
七
〇
％
の
十
五
段
階
の
税
率

構
造
で
、
個
人
住
民
税
と
合
わ
せ
た
最
高
税
率

は
八
八
％
で
し
た
。
そ
の
後
、
低
・
中
所
得
者

の
負
担
軽
減
を
図
る
考
え
方
か
ら
、
消
費
税
の

導
入
と
合
わ
せ
て
所
得
税
率
の
簡
素
化
、
フ
ラ

ッ
ト
化
を
進
め
な
が
ら
減
税
が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
現
在
は
五
％
か
ら
四
〇
％
の
六
段
階
の

税
率
構
造
で
、
個
人
住
民
税
と
合
わ
せ
た
最
高

税
率
は
五
〇
％
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
税
率
構
造
を
非
常
に
フ
ラ
ッ
ト

化
し
て
き
た
結
果
、
我
が
国
の
納
税
者
の
約
八

割
が
限
界
税
率
一
〇
％
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。

限
界
税
率
五
％
の
人
が
約
六
割
で
、
限
界
税
率

一
〇
％
の
人
が
約
二
割
で
、
合
わ
せ
て
八
割
。

納
税
者
数
は
三
千
七
百
八
十
五
万
人
で
、
課
税

所
得
は
四
十
八
・
四
兆
円
、
税
収
は
二
・
六
兆

円
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
再
分
配
機
能
を
高
め
る
と
い
う

改
革
の
方
向
性
に
沿
っ
て
、
低
・
中
所
得
者
へ

の
配
慮
と
し
て
給
付
付
き
税
額
控
除
の
議
論
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
外
国
で
は
、
ア

メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
代
表
例
で
す
が
、

低
所
得
者
を
中
心
に
一
定
の
就
労
を
前
提
に
控

除
や
給
付
を
行
う
「
勤
労
所
得
税
額
控
除
」
や
、

子
育
て
に
配
慮
し
て
税
額
控
除
や
給
付
を
行
う

「
児
童
税
額
控
除
」
等
の
仕
組
み
を
設
け
て
い

ま
す
。
カ
ナ
ダ
に
は
、
低
・
中
所
得
者
世
帯
の

消
費
税
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
一
定
の
所
得
以

下
の
方
に
給
付
を
行
う「
Ｇ
Ｓ
Ｔ
ク
レ
ジ
ッ
ト
」

と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
に
は
税

額
及
び
社
会
保
険
料
か
ら
控
除
を
行
う
よ
う
な

仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
低
所
得

層
へ
の
い
ろ
い
ろ
な
給
付
措
置
が
そ
れ
ぞ
れ
の

国
で
工
夫
を
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
我
が
国
も
具
体
的
な
制
度
設
計
の
段
階
に

き
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。

⑵　

法
人
税

　

法
人
税
の
改
革
の
方
向
性
は
、
大
綱
に
お
い

て
、「
租
税
特
別
措
置
の
抜
本
的
な
見
直
し
な

ど
を
進
め
、
こ
れ
に
よ
り
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
大

し
た
際
に
は
法
人
税
率
を
見
直
し
て
い
く
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
人
税
収
は
、
平
成
元
年
度
を
ピ
ー
ク
に
減

少
し
て
い
ま
す
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の

企
業
収
益
の
大
幅
な
落
ち
込
み
に
よ
っ
て
、
近
年

の
法
人
税
収
は
平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
で

五
・
二
兆
円
、
二
十
二
年
度
予
算
で
六
兆
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
実
は
税
引
前
当
期
純

利
益
は
バ
ブ
ル
の
頃
の
ピ
ー
ク
時
の
三
十
八
・

九
兆
円
（
平
成
元
年
度
）
よ
り
も
、
平
成
十
八

年
度
で
四
十
九
・
〇
兆
円
、
平
成
十
九
年
度
で

四
十
六
・
九
兆
円
と
上
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
方
で
法
人
税
収
全
体
と
し
て
バ
ブ
ル
の
頃
の

水
準
を
回
復
で
き
て
い
な
い
主
な
要
因
に
は
、

税
率
が
か
な
り
下
が
っ
て
い
る
こ
と
と
、
課
税

ベ
ー
ス
が
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
六
十
一
年
〜
六
十
三
年
頃
に
十

五
兆
円
程
度
だ
っ
た
翌
期
へ
の
繰
越
欠
損
金
は
、

最
近
で
は
七
十
兆
円
、
九
十
兆
円
と
増
大
し
て

き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
欠
損
金
の
繰
越
控

除
で
課
税
所
得
が
圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

法
人
税
収
の
回
復
を
弱
く
し
て
い
る
要
因
で
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
企
業
の
海
外
進
出
に
伴
っ
て
、
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海
外
で
獲
得
す
る
利
益
の
増
加
や
、
海
外
現
地

法
人
の
内
部
留
保
の
増
加
も
課
税
ベ
ー
ス
を
小

さ
く
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
一
年
度
の
税
制

改
正
で
は
、
海
外
の
利
益
を
国
内
に
還
流
し
て

も
ら
う
と
い
う
政
策
目
的
も
あ
り
、「
外
国
子

会
社
か
ら
の
受
取
配
当
に
関
す
る
二
重
課
税
調

整
措
置
の
見
直
し
」
を
行
い
ま
し
た
。
従
来
は
、

外
国
子
会
社
か
ら
の
配
当
に
つ
い
て
我
が
国
で

課
税
し
た
上
で
外
国
で
支
払
っ
た
税
額
を
調
整

す
る
「
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
」
で
し
た
が
、

外
国
子
会
社
か
ら
の
配
当
は
、
我
が
国
で
は
益

金
不
算
入
に
す
る
「
受
取
配
当
益
金
不
算
入
制

度
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

　

最
近
は
、
多
く
の
主
要
国
が
法
人
税
の
税
率

を
引
下
げ
て
き
て
お
り
、
ド
イ
ツ
は
一
五
％
、

ア
ジ
ア
諸
国
は
中
国
が
二
五
％
、
韓
国
が
二
二

％
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
一
七
％
で
す
。
日
本
は

三
〇
％
と
ア
メ
リ
カ
の
三
五
％
と
並
ぶ
高
い
水

準
に
あ
り
、
企
業
の
国
際
競
争
力
確
保
や
、
我

が
国
へ
の
対
外
投
資
の
促
進
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
税
率
の
引
下
げ
を
求
め
る
声
が
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
菅
政
権
の
成
長
戦
略
に
お
い
て
も
、

課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
を
含
め
財
源
確
保
に
留
意

し
な
が
ら
法
人
実
効
税
率
の
段
階
的
な
引
下
げ

が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
法
人
所
得
に
対
す
る

課
税
の
扱
い
は
今
後
の
税
制
改
革
の
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る

特
例
に
係
る
平
成
二
十
二
年
度
の
減
収
見
込
額

は
約
七
兆
円
で
す
。
こ
の
う
ち
法
人
税
の
減
収

額
は
約
九
千
百
億
円
で
、
そ
の
う
ち
大
企
業
約

六
千
億
円
、
中
小
企
業
約
三
千
百
億
円
で
す
。

内
訳
と
し
て
は
研
究
開
発
税
制
約
二
千
三
百
億

円
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
約
千
二
百
億
円

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
開
発
の
促

進
や
中
小
企
業
に
対
す
る
措
置
を
、
税
率
と
の

関
係
で
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
方
途
と
し
て

見
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ

と
な
ど
、
具
体
的
な
調
整
に
お
い
て
は
今
後
難

し
い
議
論
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

⑶　

消
費
税

　

消
費
税
に
つ
い
て
は
、大
綱
に
お
い
て
、「
今

後
、
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
改
革
の
検
討
な
ど

と
併
せ
て
、
使
途
の
明
確
化
、
逆
進
性
対
策
、

課
税
の
一
層
の
適
正
化
も
含
め
、
検
討
し
て
い

く
」
な
ど
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

仮
に
消
費
税
の
税
率
を
引
上
げ
た
場
合
の
逆

進
性
対
策
に
つ
い
て
、
大
綱
で
は
「
軽
減
税
率

で
は
な
く
給
付
措
置
で
対
応
す
る
」
と
い
う
方

向
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
標
準
税
率
と
軽
減

税
率
の
線
引
き
は
、
ど
の
国
も
実
務
的
に
か
な

り
複
雑
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
実
施
し
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
キ
ャ
ビ
ア
は
高

級
品
か
つ
輸
入
品
で

あ
る
た
め
標
準
税
率

で
す
が
、
フ
ォ
ア
グ

ラ
と
ト
リ
ュ
フ
は
国

内
産
業
を
保
護
す
る

た
め
に
軽
減
税
率
を

採
用
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
外
食
す
る
と

標
準
税
率
で
、
食
料

品
と
し
て
買
っ
て
帰

る
と
軽
減
税
率
と
い

う
例
と
し
て
、
カ
ナ

ダ
で
は
五
個
以
下
の

ド
ー
ナ
ツ
は
そ
の
場

で
食
べ
ら
れ
る
も
の

と
み
な
し
て
標
準
課

税
、
六
個
以
上
は
軽
減
税
率
と
い
っ
た
運
用
を

し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
軽
減
税
率
制
度
を

採
用
す
る
場
合
は
、
昔
の
物
品
税
の
と
き
と
同

じ
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
か
な

り
実
務
的
な
問
題
が
生
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮
と

し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
一
定
の
所
得
水
準
以
下
の

方
の
消
費
税
負
担
緩
和
の
た
め
に
定
額
給
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
き
ち
ん
と
所
得
の
把

握
が
で
き
な
い
と
不
正
の
受
給
が
起
き
か
ね
ま

せ
ん
か
ら
、
社
会
保
険
番
号
の
通
知
や
、
夫
婦



TKC　2010・8（TKCタックスフォーラム2010）13

TKCタックスフォーラム2010　講演

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
情
報
な
ど
を
税
務
当
局
に

報
告
し
て
、
歳
入
庁
か
ら
口
座
振
込
み
な
ど
で

給
付
を
受
け
る
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
議
論
を
す
る

際
に
は
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
、
消

費
税
の
使
途
の
あ
り
方
や
実
務
的
な
問
題
も
含

め
、
具
体
的
な
議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

⑷　

資
産
税

　

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
、
改

革
の
方
向
性
と
し
て
「
相
続
税
は
格
差
是
正
の

観
点
か
ら
、
非
常
に
重
要
な
税
」「
格
差
是
正

の
観
点
か
ら
相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
、
税
率
構

造
の
見
直
し
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
度
改
正

を
目
指
す
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
政
権
の
ス
タ

ン
ス
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
ま
す
。

　

最
近
の
相
続
税
の
課
税
割
合
、
負
担
割
合
お

よ
び
相
続
税
収
は
、
バ
ブ
ル
期
以
後
減
少
傾
向

に
あ
り
、
特
に
課
税
割
合
と
負
担
割
合
は
バ
ブ

ル
期
以
前
よ
り
も
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

バ
ブ
ル
期
の
資
産
価
値
の
向
上
に
対
し
て
基
礎

控
除
を
引
き
上
げ
た
り
税
率
を
引
き
下
げ
た
り

と
負
担
調
整
的
な
減
税
が
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、

ピ
ー
ク
時
（
平
成
五
年
）
に
約
三
兆
円
あ
っ
た

税
収
は
、
現
在
、
約
一
兆
二
千
七
百
億
円
ま
で

下
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
負
担
割
合
も
課
税
割

合
も
ピ
ー
ク
時
か
ら
ほ
ぼ
半
減
し
て
お
り
、
税

率
構
造
、
基
礎
控
除
を
見
直
し
て
い
き
た
い
と

い
う
の
が
政
権
の
問
題
意
識
で
す
。

　

ま
た
、
家
計
資
産
残
高
は
、
バ
ブ
ル
期
以
後

お
お
む
ね
横
ば
い
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
預
貯

金
や
株
式
、
投
資
信
託
と
い
っ
た
金
融
資
産
残

高
に
つ
い
て
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
近
年
で
は

土
地
や
住
宅
な
ど
の
実
物
資
産
残
高
を
上
回
る

額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
相
続
税
に
つ
い
て
は
こ

う
し
た
点
も
勘
案
し
て
議
論
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

⑸　

環
境
関
連
税
制

　

大
綱
で
は
、「
検
討
事
項
」
と
し
て
「
地
球

温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て
平
成
二
十

三
年
度
の
実
施
に
向
け
た
成
案
を
得
る
よ
う
検

討
を
行
う
」
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
年
末
に
向
け
て
、
税
制
改
革
の
議
論
の
中

で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
を
ど
う
設

計
し
て
い
く
か
を
具
体
的
に
議
論
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。　

⑹　

番
号
制
度

　

番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
、

「
社
会
保
障
制
度
と
税
制
を
一
体
化
し
、
社
会

保
障
制
度
の
効
率
化
を
進
め
る
」「
所
得
税
の

公
正
性
を
担
保
す
る
た
め
に
社
会
保
障
・
税
共

通
の
番
号
制
度
の
導
入
を
進
め
る
」
な
ど
と
示

さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
国
家
戦
略
室
の
検
討
会

に
お
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
※
六
月
二
十
四
日
に
中
間
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
ま

し
た
。）

　

主
要
国
で
、
税
務
面
で
番
号
制
度
を
利
用
し

て
い
る
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
は
社
会
保
障
番
号
を
用
い
て
い
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
は
住
民
登
録

番
号
を
活
用
し
、
ド
イ
ツ
は
二
〇
〇
九
年
か
ら

納
税
の
た
め
だ
け
に
税
務
識
別
番
号
を
導
入
し

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
諸
外
国
の
例
も
参
考
に

し
な
が
ら
、
社
会
保
障
、
納
税
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
三
つ
の
分
野
で
ど
う
番
号
制
度
を
使
っ
て

い
く
か
。
早
け
れ
ば
来
年
の
通
常
国
会
に
お
い

て
、
制
度
導
入
の
た
め
の
法
案
提
出
を
目
指
す

と
い
う
段
階
に
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
税
制
改
革
全
般

の
議
論
が
具
体
的
に
始
ま
っ
て
い
く
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
一
定
の
答
え
を
出
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
と
な
り
ま
す
。
税
制
改

革
を
め
ぐ
る
い
ろ
い
ろ
な
議
論
に
ぜ
ひ
ご
注
目

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
※
講
演
中
、
税
収
に
関
す
る
数
値
は
平
成
二
十
一
年

度
補
正
後
予
算
の
数
値
で
す
。
な
お
、
六
月
二
十
九
日

に
は
、決
算
（
概
算
）
の
数
値
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。）

（
構
成
／
Ｔ
Ｋ
Ｃ
出
版　

清
水
公
一
朗
）


